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茨木市立畑田小学校 

 

 先日は大変お忙しい中、また寒い中、個人懇談にお越しいただき、ありがとうございました。長かっ

た２学期が終わり、いよいよみなさんが楽しみにしている冬休みが始まります。 

冬休みは、様々なイベントがあり、寝る時間も遅くなり、朝起きる時間もいつもより遅くなりがちに

なります。規則正しい生活が送れるよう、声かけ等のご協力をよろしくお願い致します。 

 また、冬休み中には、お年玉をもらうなどいつもより多くのお金を持つ機会が増え、たくさんのお金

を持って買い物に出かけることが多くなります。各ご家庭でも、お金の使い方をお子さまと一緒に考え

ていただけるようお願い致します。特に、たくさんのお金を持って子どもたちだけで買い物に出かける

ことが絶対にないよう、よろしくお願い致します。茨木市内でも、お金を取られたり、友だち同士おご

ったりおごられたりからトラブルになったり、友だちが買っているのを見て、自分も欲しくなり、お家

からお金をだまって持ち出すなどの問題が多数報告されています。 

 ３学期の始業式には、みなさんの元気な笑顔が見られるよう、楽しい冬休みをお過ごしください。 

それでは、よいお年をお迎えください。 

ご注意を！ 

① 冬休みには、お家で子どもだけで過ごす時間も多くなりがちです。そんなときに、教育ｾﾝﾀｰや警

察、友だちのお父さんなどと偽って、名簿などの個人情報が聞き出されるということが、これまでに

も多数聞かれています。これら関係機関が個人情報を各家庭に聞き出すことは絶対にありません。 

もし、そのような電話があった場合は、「学校やお家の人に、答えてはいけないと言われている。」と

いう風にはっきり断るよう、各ご家庭でお話しいただければと思います。 

 

② 茨木市内で、不審者の情報が多数寄せられています（メール配信でも配信中）。警察の方も下校中

にはパトロールをしていただいていますが、不審者を見かけた場合は、まず警察へご一報をお願い致

します。その後、学校にもご連絡をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

お願い 

 子どもたちの学校外の遊び方について、いくつか学校にご連絡をいただいています。 

1 つ目は、キックボードやスケートボードのマナーについてです。歩行者や自動車の通行の妨げになっていた

り、交差点で左右を確認せずに猛スピードで曲がってきて、車とぶつかりかけたりしたこともあったようです。一

歩間違えば大きな事故につながり、自分や家族など身近な人を悲しませることになります。 

２つ目は、路上のボール遊びや人の敷地内での遊びです。歩行者や自動車の通行の邪魔になったり、ボール

を急いでとりに行こうとして急に飛び出したりと安全面でも問題となっています。ボール遊びが禁止の公園もあ

りますので、ルールを守って楽しく遊んでほしいと思います。また、人の敷地内で鬼ごっこなどをして、ご迷惑を

おかけしている事例も報告されています。併せて、お家の方でお声かけをお願いします。 

 3つ目は、子どもたちだけでお金を持ってゲームやカードなどを買いに行くことです。その後交換をしてトラブ

ルになるケースも聞かれています。行き先の確認やお金の管理等も併せて、よろしくお願い致します。 

冬休みにはこれらのもの以外でも、遊ぶことが多くなることが考えられますので、遊び方や使い方を今一度、

ご家族の中でお話しいただきますようよろしくお願いします。 

 また、遊び方以上にご指摘が多く寄せられているのが、注意をしたときの子どもたちの態度についてです。無

視をしたり、悪態をついたりということがあったようです。 

 大人の方に注意された時のことについて、学校でも指導をいたしますが、各家庭でも、お話しいただければと

思います。よろしくお願い致します。 

携帯端末、SNS 等について 

 最近、携帯端末等のツールを通じてのトラブルが多くなってきております。他校での事例も多

く報告を受けています。子どもたちがそのようなことに巻き込まれないために、学校でも情報モ

ラルや対処法などの授業に取り組んでいますが（3 学期には出前授業も予定されています）、各

ご家庭とも連携して、正しい使い方を子どもたちへ伝えていきたいと考えております。下記のこ

とをご参考にしていただけたらと思います。 

① 子どもの変化をキャッチする。 

② 子どもの話を聞いて受け止める。 

③ インターネットを家庭で使用する時は、 

お家の方が内容を確認できるようにする。 

④ ルールを決める。 

⑤ もし何かあれば、学校や警察等に相談する。 

⑥ 有害な情報に触れないようにフィルタリング（有害 

サイト閲覧を制限する機能）を設定する。 

※参考資料 大阪府教育センター 人権教育リーフレット 

（お家ルールの一例） 

・使っていい機能 

・使う場所 

・使っていい時間帯 

・充電する場所 

・アプリ等の利用について 

これらはあくまで一例です。子どもの

利用状況をお家で把握することが大

事です。 


